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冬
期
間
の
町
道
及
び
県
道

の
通
行
止
め
に
つ
い
て

町
道
湯
原
稲
子
線

期
間

　

平
成
23
年
12
月
２
日
（
金
）

　
　
　

午
前
10
時
00
分
か
ら

　

平
成
24
年
３
月
30
日
（
金
）

　
　
　

午
前
10
時
00
分
ま
で

区
間　

板
木
か
ら
稲
子
ま
で

県
道
上
山
七
ヶ
宿
線

期
間

　

平
成
23
年
12
月
２
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
00
分
か
ら

　

平
成
24
年
４
月
26
日
（
木
）

　
　
　

午
前
11
時
00
分
ま
で

区
間　

金
山
峠
（
山
形
県
境
か
ら

七
ヶ
宿
町
干
蒲
ま
で
）

お
問
い
合
せ
先

　

建
設
課　

☎
３
７

−

２
１
１
５

　
　
　
　
　
　
　

（
担
当　

東
根
）

お知らせお知らせ
　

平
成
24
年
４
月
１
日
採
用
予
定

の
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

試
験
区
分

　

初
級
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

職
種　

行
政
職

募
集
人
員　

１
名

受
験
資
格

　

昭
和
62
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
高
等
学
校
卒
業
程

七
ヶ
宿
町
職
員
募
集
の
お
知
ら
せ

度
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
方
。

試
験
日
、
場
所
及
び
試
験
内
容

第
一
次
試
験

日
時　

平
成
24
年
１
月
29
日（
日
）

　
　
　

午
前
10
時
～

場
所　

宮
城
県
自
治
会
館

内
容　

教
養
試
験

　
　
　

一
般
性
格
診
断
検
査

※	

第
二
次
試
験
は
第
一
次
試
験
合

格
者
に
通
知
し
ま
す
。

受
付
期
間

　

平
成
23
年
12
月
５
日
（
月
）
～

平
成
24
年
１
月
６
日
（
金
）
ま
で
。

郵
送
の
場
合
は
１
月
６
日
（
金
）

ま
で
に
届
い
た
も
の
に
限
り
受
け

付
け
ま
す
。

　

（
土
・
日
は
受
け
付
け
い
た
し

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。）

提
出
書
類
等

①	

申
込
書
１
部
（
総
務
課
に
あ
る

所
定
の
申
込
用
紙
を
使
用
す
る

こ
と
）

②	

郵
便
申
込
の
場
合
は
、
宛
先
を

明
記
し
て
１
２
０
円
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同

封
し
て
下
さ
い
。

申
込
が
受
理
さ
れ
た
受
験
者
に
は

受
験
票
を
交
付
し
ま
す
。

そ
の
他

　

現
住
所
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
採

用
後
に
お
い
て
は
、
町
内
に
居
住

す
る
こ
と
が
可
能
な
方
を
希
望
し

て
い
ま
す
。

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

七
ヶ
宿
町
役
場
総
務
課

　

☎
３
７

−

２
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　

（
担
当　

奈
良
）

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務

組
合
職
員
募
集

試
験
区
分

　

初
級
（
高
校
卒
業
程
度
）

職
種　

行
政

採
用
予
定
人
員　

１
名
程
度

受
験
資
格

　

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方第
１
次
試
験

日
時

　

平
成
24
年
１
月
29
日
（
日
）

　

午
前
10
時
か
ら

場
所

　

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

総
合
庁
舎
３
階
会
議
室
（
大
河
原

町
）

内
容

　

教
養
試
験
・
一
般
性
格
診
断
検

査
・
作
文
試
験

第
２
次
試
験

　

第
１
次
試
験
合
格
者
に
通
知
し

ま
す
。

申
込
方
法

①	

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

総
務
課
か
ら
所
定
の
申
込
用
紙

の
交
付
を
受
け
て
申
し
込
む
。

②	

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
用
紙

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
申
し
込

む
。

　

（h
ttp
://w

w
w
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）

受
付
期
間

　

12
月
16
日
（
金
）
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
12
月
16
日
の
消

印
有
効
で
す

お
問
い
合
わ
せ
先

　

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

総
務
課

　

☎
５
２

−

２
６
２
８

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
な
い

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
の
老

齢
基
礎
年
金
や
障
害
・
遺
族
な
ど

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
年
金
が

受
け
と
れ
な
い
事
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
額
は
一
ヶ
月
１
５
，
０
２
０
円

で
す
。

　

納
め
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、

税
金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
納
付
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
納
付
書
を
ご
用
意
の
う
え
、

至
急
お
近
く
の
金
融
機
関
、
郵
便

局
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く
、
納

付
の
手
間
が
か
か
ら
な
い
、
口
座

振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ

る
納
付
も
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
ご

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
年

金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

大
河
原
年
金
事
務
所

　

０
２
２
４

−

５
１

−

３
１
１
２

戦
後
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に

対
す
る
特
別
給
付
金
を
支
給
し
て

い
ま
す
。
既
に
特
別
給
付
金
を
支

給
さ
れ
た
方
は
、
再
度
の
請
求
は

出
来
ま
せ
ん
。

対
象
者

　

旧
ソ
連
邦
又
は
モ
ン
ゴ
ル
国
の

地
域
に
お
け
る
戦
後
強
制
抑
留
者

で
、
平
成
22
年
６
月
16
日
に
日
本

国
籍
を
有
す
る
ご
存
命
の
方
。

※
特
別
措
置
法
施
行
日
（
平
成
22

年
６
月
16
日
）
以
降
に
亡
く
な
ら

れ
た
方
の
相
続
人
は
請
求
で
き
ま

す
が
、
施
行
日
前
に
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
ご
遺
族
等
は
対
象
外
で
す
。

受
付
期
間

　

平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
（
期

間
内
に
請
求
を
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
特
別
給
付
金
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
）

請
求
方
法

　

当
基
金
か
ら
請
求
書
類
を
お
送

り
し
ま
す
。
請
求
書
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
当
基
金
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業

特
別
基
金

事
業
部
特
別
給
付
金
認
定
担
当

　

☎
０
５
７
０

−

０
５
９

−

２
０
４

　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

　

☎
０
３

−

５
８
６
０

−

２
７
４
８

受
付
時
間

　

平
日
９
時
～
18
時

　

（
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
は
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
）

守
ら
れ
て
ま
す
か
？
あ
な
た
の
人
権

～
一
人
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に
相
談
を
～

特
設
人
権
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　

12
月
４
日
か
ら
12
月
10
日
を

「
人
権
週
間
」
と
し
て
特
設
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の

町
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
次
の
と

お
り
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
、

人
権
な
ど
に
関
す
る
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
受
信

の
た
め
の
支
援
に
つ
い
て

　

総
務
省
で
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
が
視
聴
で
き
な
い
低
所
得
世

帯
に
対
し
て
チ
ュ
ー
ナ
ー（
1
台
）

の
無
償
給
付
な
ど
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

対
象
者

⑴	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除

世
帯
（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

被
災
の
場
合
を
含
む
）
の
方

⑵
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

申
込
期
限

　

平
成
24
年
3
月
31
日
ま
で
（
消

印
有
効
）

お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支

援
実
施
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０

−

０
２
３
７
２
４

　

�
０
３

−

５
３
０
４

−

２
０
１
１

　

平
日

:

午
前
９
時
～
午
後
９
時

　

土
日
祝
日

:

午
前
９
時
～
午
後

６
時

相
談
内
容

　

結
婚
・
離
婚
・
家
庭
の
い
ざ
こ

ざ
・
扶
養
・
近
隣
と
の
も
め
ご
と
・

騒
音
・
悪
臭
・
ぎ
ゃ
く
た
い
・
不

登
校
・
い
じ
め　

な
ど
。

相
談
日

　

平
成
23
年
12
月
10
日
（
土
）

場
所　

白
石
市
中
央
公
民
館

相
談
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

お
問
い
合
わ
せ
先

　

大
河
原
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局
内

　

☎
０
２
２
４

−

５
２

−

６
０
５
３


